
今治市下水浄化センター飲料用自動販売機設置事業者募集要項 

 

今治市では今治市下水浄化センターに飲料用自動販売機を設置していただく設置業者を募集しま

す。応募される方は、本募集要項を確認し、各事項をご承知の上でお申し込みください。 

 

１ 概要及び目的 

 市有財産を有効活用し、財源確保及び市民サービスの向上を図ることを目的として、飲料自動

販売機を設置します。 

 

２ 設置場所 

施設名称 所在地 貸付箇所 台数 売上手数料率 

今治市下水浄

化センター 

今治市天保山町四丁目 6-2 正面玄関 1台 売上金額の 20％以上 

(最低水準) 

                     

３ 設置の態様 

自動販売機の設置は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の 4 第 7 項に規定する行

政財産の目的外使用許可及び今治市行政財産の目的外使用に関する使用料条例（平成 17年条例第

64号）第 2条に基づくものとします。 

＜今治市行政財産の目的外使用に関する使用料条例（抜粋）＞ 

第 2条 使用料は次の表のとおりとする。 

摘要  

2 自動販売機の使用料については、売上金額の 20 パーセント以上で市長が定める率。ただ

し、その使用料が月 5,000円に満たない場合は、月 5,000円とする。 

 

４ 設置許可期間 

 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日まで 

 （ただし、公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して支障がないと市が判断

する場合は、当初許可から引き続き令和 11 年 3 月 31 日まで 1 年ごとに目的外使用許可申請

ができるものとします。） 

 

５ 参加資格要件 

 次の要件を満たす法人または個人に限り参加することができます。 

（1）今治市に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては今治市で継続して 1年以上事業を営

んでいること。 

（2）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

（3）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号か

ら第 4号まで又は第 6号の規定に該当しない者であること。 

（4）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）に基づく



処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（5）自動販売機の設置業務において自ら管理・運営を 3年以上の実績を有していること。 

（6）今治市税を滞納していないこと。 

（7）市が提示する次の許可条件を遵守できること。 

  ア 関係条例を熟知し、市の指示に従うこと。 

  イ 自動販売機は、市の指定する場所以外に設置しないこと。ただし、あらかじめ市長の許可

を受けた場合はこの限りではない。 

  ウ 上記イのただし書きの場合においても、電気引き込みも含め設置・交換及び撤去に要す

る工事費、維持管理費、移転費等の一切の費用は設置業者の負担とする。 

 

６ 応募申込書等の配布 

（1）期  間 令和 8年 2月 2日（月）から令和 8年 2月 24日（火）まで 

（2）場  所 今治市天保山町四丁目 6-2 

 今治市下水浄化センター 下水道管理事務所 管理係（℡0898-36-1572） 

（3）方  法 配布場所で直接受け取る。もしくは今治市（下水道工務課下水道管理事務所）ホ

ームページからダウンロードすること。 

 

７ 応募申込書等の提出 

応募される方は、応募申込書と参加資格を有する証明書等提出してください。 

（1）提出期限  令和 8年 2月 24（火）午後 5時まで 

 （2）提出場所  上記「6公募申し込み等の配布」の（2）と同じ 

（3）提出書類 

 提出書類 法人 個人 

① 応募申込書 ○ ○ 

② 誓約書 ○ ○ 

③ 設置する自動販売機のカタログ ○ ○ 

（4）提出方法  提出日に必要な書類を提出場所に直接持参するものとする。 

※郵送、電話、ファックス、インターネットによる受付は行わない。 

 

８ 応募資格の確認等 

提出された書類により応募資格の有無を確認し、令和 8 年 3 月 2 日（月）までに申請者あてに

結果を通知します。また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場には応募資格を取り

消します。 

 

９ 使用料（売上手数料率）提案書の提出 

（1）日  時 令和 8年 3月 9日（月）午前 11時 00分 

（2）場  所 今治市別宮町 1丁目 4-1 今治市役所第 1別館 8階 181会議室 

（3）提出方法 持参による 



 

10 設置予定業者の決定等 

（1）決定方法 

 提案の内容の評価は、「売上手数料率」により行う。「売上手数料率」につい 

ては、売上金額の 20％以上で、かつ、最も高い率を優先交渉権者とし交渉を行う。ただし、

その者と合意に至らない場合は、次に「売上手数料率」の高い者から順に交渉を行う。（提

案された「売上手数料率」の最高提案者が 2者以上あるときは、当該提案者によるくじ引き

により決定します。）参加者が 1者の場合は、その者を優先交渉権者とするが、提案は行う

こととする。 

（2）設置予定業者の公表 

選考結果は今治市（下水道工務課下水道管理事務所）ホームページにおいて、設置予定業

者の決定状況を掲載するとともに、全ての申込者に結果を通知する。 

（3）応募の無効 

 ア 応募資格要件を欠いている者が応募した場合。 

 イ 指定期間内に応募書類等が提出されなかったもの。 

 ウ 応募申込書等の氏名、押印その他必要な箇所について、誤字又は虚偽の記載等があるもの。 

 エ その他応募要項の規定に関する条件に違反したもの。 

 

11 設置機種等の要件 

（1）外形寸法（本体及び回収ボックスを設置した際の大きさ） 

   １．８０ｍ（幅）×１．００ｍ（奥行）×２．００ｍ高さを上限とすること。 

（2）形状・デザイン（外観色を含む）等 

庁舎（公共施設）に設置することを踏まえ、周辺環境に害する恐れのないこと。 

（3）環境に配慮した対策 

消費電力の低減等の技術を導入した省電力・省エネ機能搭載型、ノンフロン対応型をはじ

め、センサー設置による自動点灯・消灯等の環境対策機能を備えること。 

（4）耐震対策等の安全対策 

施設の躯体等に負担がかからない方法で、耐震対策（転倒防止策）等を施し、安全に十分配

慮し設置すること。 

（5）販売品目 

清涼飲料水（お茶・水・ジュース・紅茶及びこれらに類する品目）とし、酒類（ノンアルコ

ール飲料を含む。）は販売しない。夏季・冬季と、商品については一部変更すること。 

（6）販売品の容器 

缶、ビン、ペットボトル、紙パック等密閉式の容器又は、紙コップ等カップ式の容器のいず

れも使用可能とすること。 

（7）容器回収ボックスの設置 

自動販売機に併設し、容器の種類ごとに容器回収ボックス（カップ式の容器は、残った氷や

飲み残しに配慮した回収ボックス）を設置し、設置事業者の責任で適宜回収し、関係法令等に



基づき適切にリサイクルする。なお、回収ボックスの種類・形状については、今治市と協議す

ること。 

（8）新紙幣、新硬貨への対応 

  令和６年発行の新紙幣（千円札）、令和３年発行の新硬貨（５００円硬貨）を使用可能なこと。 

 

（9）販売価格 

標準販売価格（市価）を上限とすること。 

 

12 その他 

  令和５年４月～令和７年 12月の売上実績 別紙のとおり 

 

13 問い合わせ先 

   〒794-0032 今治市天保山町四丁目 6-2 今治市下水浄化センター 

 下水道管理事務所 管理係（℡0898-23-5616） 

 


